事業所からの質問事項等

（通所関係）
Q．緊急的にショートステイを利用することとなったが、ショートステイの受け入れができるまでの間、自宅で利用者が一人になるため、デイサービスを利用してからショートステイに向かうこととした。同日の算定は可能か。
A．やむを得ない事情がある場合のみ可。家族の調整などその他の手段を十分検討すること。事前に短期入所の予定がわかっている（十分予測できる）場合に、同日に通所や訪問サービスを位置づけることは不適切である。
※短期入所療養介護と訪問看護又はデイケアといった医療系のサービスは同日算定できない。

Q．利用者の体調不良により、通所の利用時間が短くなった。この場合の利用時間の算定は？
A．本人の体調不良により、やむを得ず利用時間が短くなった場合には、当初のケアプランに位置づけられた時間数で算定してよい。ただし、極端に短くなった場合には、実際の利用時間に近い時間数で算定すること。

Q．本人の自宅前の道が狭く、送迎車を横付けできない。本人に広い道（待機場所）まで出てきてもらうことは可能か？
A．玄関から送迎車までは介護職員が付き添うことが基本である。ただし、本人の身体状況や道路までの環境を十分にアセスメントしたうえで、安全上問題がないと判断し、本人も同意している場合には、待機場所まで出てきてもらうことは可能である。また、本人が離島に住んでおり、定期船を利用して本土の船着き場まで出てきてもらう場合も同様である。
（万が一、自宅から待機場所までの移動中に本人が転倒などした場合は、事業所の責任において賠償を検討すべきであると考える。）
